
 

 

 桑名市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和６年３月21日 

                               桑名市長 伊 藤 徳 宇   

桑名市条例第14号 

桑名市介護保険条例の一部を改正する条例 

桑名市介護保険条例（平成16年桑名市条例第122号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に改め、

同項第１号中「23,736円」を「31,127円」に改め、同項第２号中「33,908円」を「46,861円」に改め、

同項第３号中「47,472円」を「47,203円」に改め、同項第４号中「61,035円」を「61,569円」に改め、

同項第５号中「67,816円」を「68,410円」に改め、同項第６号中「81,380円」を「82,092円」に改め、

同号イ中「又は第13号イ」を「、第13号イ、第14号イ又は第15号イ」に改め、同項第７号中「88,161

円」を「88,933円」に改め、同号イ中「又は第13号イ」を「、第13号イ、第14号イ又は第15号イ」に改

め、同項第８号中「94,943円」を「95,774円」に改め、同号イ中「又は第13号イ」を「、第13号イ、第

14号イ又は第15号イ」に改め、同項第９号中「101,724円」を「102,615円」に改め、同号イ中「又は第

13号イ」を「、第13号イ、第14号イ又は第15号イ」に改め、同項第10号中「108,506円」を「109,456円」

に改め、同号ア中「400万円」を「420万円」に改め、同号イ中「又は第13号イ」を「、第13号イ、第14

号イ又は第15号イ」に改め、同項第11号中「115,288円」を「118,008円」に改め、同号ア中「400万円

以上600万円未満」を「420万円以上520万円未満」に改め、同号イ中「又は第13号イ」を「、第13号イ、

第14号イ又は第15号イ」に改め、同項第12号中「122,069円」を「126,559円」に改め、同号ア中「600

万円以上800万円未満」を「520万円以上620万円未満」に改め、同号イ中「又は次号イ」を「、次号イ、

第14号イ又は第15号イ」に改め、同項第13号中「128,851円」を「135,110円」に改め、同号ア中「800

万円以上1,000万円未満」を「620万円以上720万円未満」に改め、同号イ中「部分を除く。）」の次に

「、次号イ又は第15号イ」を加え、同項第14号中「135,632円」を「164,184円」に改め、同号を同項第

16号とし、同項第13号の次に次の２号を加える。 

(14) 次のいずれかに該当する者 143,661円 

ア 合計所得金額が720万円以上820万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当し

ないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用された

ならば保護を必要としない状態となるもの（令第39条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除

く。）又は次号イに該当する者を除く。） 

(15) 次のいずれかに該当する者 153,923円 

ア 合計所得金額が820万円以上1,000万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当

しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用された

ならば保護を必要としない状態となるもの（令第39条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除

く。）に該当する者を除く。） 

第４条第２項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に、「20,345

円」を「19,497円」に改め、同条に次の２項を加える。 

３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和６

年度から令和８年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中

「19,497円」とあるのは、「33,179円」と読み替えるものとする。 

４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和

６年度から令和８年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第２

項中「19,497円」とあるのは、「46,861円」と読み替えるものとする。 

第６条第３項中「又は第９号ロ」を「、第９号ロ、第10号ロ、第11号ロ、第12号ロ又は第13号ロ」

に、「令第39条第１項第１号から第９号まで」を「同項第１号から第13号まで」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 



 

 

２ この条例による改正後の第４条の規定は、令和６年度分の保険料から適用し、令和５年度以前の

年度分の保険料については、なお従前の例による。 


